
 

 

熊本県監査委員公告第１９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、令和７年（２

０２５年）年６月９日及び７月７日に実施した監査の結果に基づき講じた措置について、熊

本県知事から通知があったので、次のとおり公表する。 

令和７年（２０２５年）１２月２６日 

 

                                            熊本県監査委員 小 原 雅 之 

                                            同       竹 中   潮 

                                            同       松 村 秀 逸 

                                            同       吉 田 孝 平 

 

 

監  査 

対象機関 
監 査 の 結 果 措 置 状 況 等 

 

 

 

 

 

 

病院局 

（未収金の回収等について） 

未収金の回収等について、次の課題が

ある。 

(1)外来医療費の患者自己負担額につい

て、前年度末と比べて未収金額が増加し

ている。 

 また、納入通知書のほか、督促状や催

告状を送る等の徴収努力が行われてい

ない。 

 

 

 

(2)入院医療費の患者自己負担額につい

て、前年度末と比べて未収金額が増加し

ている。 

 

 

 

(3)医療費（患者自己負担額）の収入調

定を行い、未収となった場合は、直ちに

納入通知書を作成する必要があるが、入

院分については直ちに作成されておら

ず、外来分については作成されていない

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)令和6年度末時点で194千円余であっ

た外来医療費の未収金については、窓口

での納付推奨に加え、担当職員による督

促を進めた結果、令和6年度に生じた未

収金30千円余は令和7年4月25日までに

納入された。 

残り163千円余については、今後も引

き続き督促を行う等徴収に努めていく。 

 

(2)入院医療費の未収金については、令和

6年度末時点で5,857千円余であったが、

令和7年9月末時点で1,425千円余まで回

収を進めており、今後引き続き回収を進

めていく。 

 

(3)入院分の未収金については、月末時

点で入院している患者に対しては収入

調定後、直ちに納入通知書の作成を行っ

ているが、月の途中で退院された患者に

ついても、収入調定後、直ちに担当職員

が納入通知書の作成を行っていく。ま

た、外来分の未収金についても、収入調

定後、直ちに担当職員が納入通知書を作

成していく。 

 併せて、入院・外来分の未収金状況に

ついて、一括して毎月督促状発行時に供

覧し、組織的なチェックを行っていく。 

 



 

 

(4)医事業務委託について、仕様書に定

めていない未収金の納入通知書作成業

務を受託者に行わせている。 

 

 

 

 

 

 

医療費に係る未収金発生の防止策を検

討し、未収金の回収に努めること。併せ

て、会計規程に基づき、適正な事務処理

を行うとともに、業務委託内容を再検討

すること。 

 

(4)現行の医事業務委託に係る仕様書で

は、「督促状の送付」が定められており、

その一環として、納入通知書の作成を受

託者に行ってもらっている。今後は納入

通知書の作成は担当職員が行い、同通知

書の送付は、受託者が行うこととし、同

仕様書に「納入通知書の送付」を明記す

ることとする。 

 

未収金については、現在、関係部署

や委託業者と協働し、発生の未然防止

に注力するとともに債務者の状況を正

確に把握して回収に努めている。 

今後、知事部局や他の自治体病院を

参考に、未収金回収に係る規程の整備

や、必要に応じて会計規程の改正を進

める。 

 

 

（参考） 

「指摘事項」とは、以下のような事柄に該当し、改善が必要とされる課題である。 

  (1) 法令、条例、規則又は通知･通達に違反し、事務の執行が不適正となっているもの 

  (2) 未収金解消対策が的確に講じられていないもの 

  (3) 予算の執行又は財産管理等において、適正を欠くもの 

(4) 故意又は重大な過失により、不経済や損害を生じさせたもの 

  (5) 経済性、有効性又は効率性が著しく低いもの 

(6) 事務・事業の執行に当たり、是正又は改善が必要であると認められるもの 

(7) 前年度監査において注意事項とされていた事項で是正又は改善がされていないもの 

 

 

 

 

 


